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赤潮対策について（高水温期に要注意） 
長崎県総合水産試験場 

             環境養殖技術開発センター 漁場環境科 

 

はじめに 

「赤潮」とは、ある種の植物プランクトン

が大増殖あるいは集積して、水の色が様々に

変わる現象のことです。赤潮の月別発生件数

とそれに伴う漁業被害件数を図１に示します。

赤潮と漁業被害件数は６～９月頃に多く発生

していていることが分かります。多くの赤潮

プランクトンは水温２９～２５℃でよく増殖

し、図２に示すような魚類の大量へい死の原

因となるコクロディニウム等の有害プランク

トン（図３）は水温２５～３０℃程度で最適

増殖することが知られています（長崎水試の

培養実験等）。したがって、梅雨から夏季に

かけての高水温時期（６～９月頃）には赤潮

が発生しやすいといえます。今回は有害プラ

ンクトンと水温の関係、現場での具体的な赤

潮対策について述べます。                     
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　　　　　　　図１．長崎県下における月別赤潮発生件数

 

図２．コクロディニウム赤潮によって大量へい死した養殖魚類
（マダイ等）
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図３．有害赤潮プランクトンの顕微鏡写真
A：コクロディニウム、B：シャットネラ、C：カレニ

ア、D：ヘテロシグマ、E：ヘテロカプサ

 

有害プランクトンの出現状況と増殖特性 

【出現状況】コクロディニウム ポリクリ

コイデスの細胞密度の季節変化を図４に示し

ます。本種の出現は周年にわたってみられ、

夏季を中心とする高水温期に多いことが分か

ります。つまり、本種はこの時期に赤潮を形

成する可能性が高いと指摘できます。  
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図４．コクロディニウムの細胞密度の季節変化(薄香湾2005-2006)

 

 
【増殖特性】シャットネラ３種（オバータ、

アンティーカ、マリーナ）（図５）の培養株

を用いた室内実験（比増殖速度の測定）の結

果を図６にします。３種に共通する特徴とし

て、２０．５～３２．５℃と広い温度範囲で

増殖することができること、２５～３０℃で

は比増殖速度０．８／ day（この数字は一細

胞／ml のシャットネラが一週間で、魚類をへ

い死させるとされる約３００細胞／ml まで

増えること表します。）以上の高速で増殖す



ることができることがあげられます。つまり、

シャットネラ３種は四季を通して増殖する能

力を持ち、２５～３０℃の高水温期には、一

週間という短期間のうちに危険密度にまで増  
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図 1.a・b: C. ovat a , c・ｄ: C. an tiqua , e・ ｆ: C. marina  .スケ－ルバ－ = 10μm.
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図5．シャットネラ３種の顕微鏡写真
a，b：オバ－タ、c，d：アンティ－カ、e，f：マリ－ナ

 

図４. シャットネラ３種の増殖（比増殖速度）に及ぼす水温と塩分の影響
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図６．シャットネラ３種の増殖（比増殖速度）に及ぼす水温、
塩分の影響
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殖できる能力をも持ちあわせているといえる

のです。同様の実験はコクロディニウム ポ

リクリコイデスやヘテロカプサ サーキュラ

ーリスカーマでも確かめられており、これら

有害プランクトンも、やはり２５～３０℃で

最適増殖することが判明しています。従って、

養殖漁場等漁業現場では、有害プランクトン

を標的とる周年のモニタリング調査を実施し、

高水温期には、調査回数を増やすなど、モニ

タリング調査体制を強化しなければならない

と考えられます。  

 
対策 

赤潮対策には、①有害プランクトンの早期識

別、②魚類養殖における餌止め、③赤潮からの

回避（筏の移動等）などがあります。この中で、

最も重要となるのは 

 

①赤潮プランクトンの種類の早期識別です。 

赤潮を形成するプランクトンの中で、その種

類が魚介類に有害かどうかを早期に識別する

ことで、具体的な対策（以下の②、③）を迅速

にとることが可能となります。そのためには、

現場段階で種類を判断することが重要です。長

崎県内の数海域では、漁業者主導の自主監視体

制が整備（養殖業者が採水→漁協職員等が顕微

鏡観察し、有害種の有無や数を漁業者へ伝達→

漁業者は必要な対策②、③を即座にとる）され、

赤潮による漁業被害の防止・軽減に成果をあげ

ています。赤潮プランクトンの顕微鏡観察、自

主監視体制の実施事例紹介など赤潮に関する

研修のご要望がありましたら、下記の最寄りの

水産業普及指導センターまたは総合水産試験

場に連絡して頂ければ、可能な限り対応（どし

どし現場に出向く所存です）します。 

 

②魚類養殖における餌止め 

  動物は餌を食べるために体力を使います。赤

潮のように環境が悪いときに、魚に餌を与える

ことは、余計な体力を消耗させることになり、



赤潮によるダメージを受け易くさせます。また、

赤潮時の餌やりは、魚の餌になるだけでなく、

プランクトンの栄養源にもなってしまい、赤潮

の消滅が遅れることにつながります。餌付け中

の稚魚は別として、ブリの成魚では、環境が悪

い場合、一カ月程度餌を与えなくても、環境が

良くなってからの餌やりで十分成長が回復す

るという報告もあります。 

 

③赤潮からの回避 

  筏等養殖施設を移動する場合、行政機関に連

絡してから移動（緊急移設）することが肝要で

す。移動に際しては、赤潮の中を通らないこと

はもとより、養殖生物が輸送中にストレスを受

けないよう充分に配慮する必要があります。ま

た、赤潮時には、周辺海域での蓄養をさけるこ

とも大切です。 

これからの高水温の季節は、特に、赤潮に注

意する必要があります。 

 海域の変色を確認したら、昨年三月に発

刊・配布された図説「長崎周辺海域の有害植

物プランクトン」を活用して頂く他、最寄り

の水産業普及指導センターまたは総合水産試

験場に連絡して、原因種を早期に確定し、迅

速な被害防止策②、③を講じて下さい。  

 
（担当 山砥稔文）  
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